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１．事業概要

（１）
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人
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② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

計 画 給 水 人 口 6,700

現 在 給 水 人 口 6,228法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

㎥／日

木曽岬町上水道事業経営戦略

事業の現況

給水条例により、基本水道料金は、１か月１０立方メートルまで一律の金額。超過水量料金は、超過水量に応じて
単価が定められています。限りある水資源の乱用を抑制するため、大量に使うほど単価が上昇する逓増型の料
金体系を採用しています。
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千ｍ

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

0

0.56

供 用 開 始 年 月 日 平 成 12 年 1 月 14 日

～

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 4,800

管 路 延 長

水 源

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

木曽岬町

木曽岬町上水道事業

計 画 期 間 ：

1

水道事業は建設課が所管し、木曽岬町全域への給水を行っています。
建設課職員は6人（うち水道担当職員は1人）。検針及び水質検査は民間に委託しています。

これまでの主な経営健全化の取組

無効水量を減らすため、計画的に老朽管の更新を行っています。

別紙にて添付。

平 成 12 年 1 月 14 日料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

施 設 利 用 率 54.45

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



２．将来の事業環境

（１） 　

（２）

（３） 料金収入の見通し

料金収入は、有収水量に比例するため、有収水量の予測を基準に算出しています。2020年及び2021年については予算の値を入れており、コ
ロナ禍での給水需要の増加を見込んでおりますが、基本的な料金収入は有収水量同様に減少を見込んでいます。また、現段階で料金改定の
計画はありません。

水需要の予測

給水人口の予測

水需要の予測につきましては、給水人口と強く関係するため、給水人口の推移に１人当たり有収水量を乗じて将来の有収水量を予測しました
（２０１９年までは実績値）。人口の減少が見込まれることから、水需要においても減少が見込まれます。令和4年度より木曽岬町新輪地内にて配
水場の運用が開始となりますが、今回の水需要予測では使用水量不明のため見込んでおりません。

国立社会保障・人口問題研究所が公表した市町村別仮定値を用いてコーホート要因法により行政区域内人口を算出しました（２０１９年までは
実績値）。実績値及び予測値ともに減少傾向にあり、今後も人口減が見込まれます。
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（４）

ア　配水場設備の更新需要

イ　管路の更新需要

配水場設備を工種別に分類し、更新基準を建築70年、土木（配水池）67年、電気25年及び機械24年に設定しています。更新基準については、
本町水道事業における水道施設の実使用年数データの知見が少ないことから、他水道事業体の更新基準を参考に設定しております。また、
現在、配水場について毎年点検、修繕工事を行い、更新時期の集中を防いでおります。

アセットマネジメント簡易支援ツールを用いて算出しました。更新を行わなかった場合の管路の老朽化度合いは次の図のようになります。管路
の法定耐用年数は、管種を問わず40年となっているため、2060年には、全ての管路が法定耐用年数を超過します。

現在、町水道管の多くは硬質塩化ビニル管を使用しています。塩ビ管の更新基準についても、配水場設備同様、実使用年数データの知見が
少ないことから、他水道事業体の更新基準を参考に、60年に設定しています。更新が集中しないよう更新時期の平準化を目標に布設替を行っ
ていきます。また、避難所等がある重要管路については、老朽管の更新だけでなく、耐震管の導入を検討していきます。

施設の見通し

アセットマネジメント簡易支援ツールを用いて算出しました。更新を行わなかった場合の老朽化度合いは次の図のようになります。法定耐用年
数は、建築５0年、土木（配水池）45年、電気及び機械15年となっており、2045年までには配水場の全ての設備が法定耐用年数を超過します。
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（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

修繕費については、施設及び管路の老朽化に伴い増加することが見込まれます。

上水道の安定的な供給は、生活に欠かせないことであり、健康的な生活を営む上で重要です。現状における老朽管の増加等の諸課題を克服
し、水道事業を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、質の高い事業を将来にわたって持続していきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標 水道の安定的な供給を維持するため、配水管の更新投資を継続的に実施します。

目 標 能率的な経営を持続し、適正な投資と財源の確保により経営基盤を強化します。

②　収支計画のうち財源についての説明

耐用年数を超えた管に加え、避難所等がある重要管路や漏水の多発した管路の優先的な更新を行います。
また、更新時期が集中した場合、財源に無理が生じ安定した経営が行えなくなる可能性があるため、投資額の平準化を目指し、計画的な投資
を行います。

料金収入は、給水人口及び有収水量の推移を考慮して積算しています。
更新計画を進めていくうえで、多くの支出が見込まれますが、料金改定による収益の確保ではなく積立金の取り崩しにより財源の補填を見込ん
でいます。　　　　また、令和４年度より、木曽岬町新輪地内にて配水施設の運用が開始されることから、動向を注視し、財源確保策の検討及び
準備を進めていきます。

現状の職員体制は、人数が少ないことに加え、専門知識に乏しいため、技師の確保が重要となっていきます。また、他市町の水道事業との情報
共有や、広域化などの事業体間の連携について、継続的に検討していく必要があります。

組織の見通し

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

有収率の向上を図るため、布設替だけでなく漏水調査の実施についても検討していきます。

職員の時間外勤務等の追加コストの発生を抑制できるような検討をしていきます。

職員数に限りがあるため、委託にて業務が改善されるような手法を検討していきます。

施設、管路の老朽化に伴い増加することが見込まれるため、異常の早期発見、事故の未然防止に努
めます。

設備更新の際には、省エネルギー対応のものを導入し、経費削減を心がけます。

繰 入 金

管路更新の際には、適切な口径になるよう検討していきます。

配水場施設の更新の際には、適したスペックのものを使用します。

そ の 他 の 取 組

現在、喫緊の料金改定予定はありませんが、今後の更新需要の増や、令和４年度には配水施設の運
用開始があるため、今後の収支バランスについて注視していきます。

動 力 費

職 員 給 与 費

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

定期貯金にて、安全性の高い資金運用を実施しています。

そ の 他 の 取 組 特になし。

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

毎年度、決算結果との分析を行います。また、令和４年度には水道施設が増加し、上水道事業に大幅
な変更が見込まれているため、そういった事業計画の大きな変更や実績との乖離が生じた際には、経
営戦略の見直しを行います。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

施設・設備の更新計画を策定し、事業費の平準化を図ります。

広 域 化
木曽岬町単独では水道事業の規模の面で限界があるため、広域化で行えることの可能性を検討して
いきます。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組 特になし。

現在、企業債の借入はありませんが、今後の更新需要の増に向け、必要の有無を含め検討していき
ます。

経営については独立採算を堅持します、

町営の継続を前提としつつ、町水道事業に適したものであるか、今後の動向を注視していきます。民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

委 託 料

修 繕 費



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

経営比較分析表（令和元年度決算）
三重県　木曽岬町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

15.74 397.52 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A8 非設置 6,257

－

- 88.72 100.00 2,750 6,228 15.72 396.18 【】

全体総括

 今後、施設の老朽化に伴い更新事業が増加するこ
とを踏まえると、更新に係る費用と経営状況を正確
に把握し、健全・効率的な経営を維持しつつ計画的
な施設の更新を行う必要がある。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①毎年度赤字経営が続いており、同規模事業体平均
よりも下回っている。
②累積欠損金比率は同規模事業体平均よりも下回っ
ている。
③毎年度100％を大きく上回っているため支払能力
は十分備えているといえる。
④企業債は平成22年度以降発生していない。
⑤平成28年度は同規模事業体平均よりも下回ってい
るが、平成29年度以降は上回っている。
⑥給水原価は同規模事業体の平均値よりも低く抑え
られている。
⑦継続的に同規模事業体平均を上回っている。
⑧毎年度90％を超えており、継続的に同規模事業体
平均を上回っている。

2. 老朽化の状況について

①継続的に法定耐用年数の60％を超え、同規模事業
体平均を上回っている。
②同規模事業体平均を上回っており、今後も増加が
見込まれる。
③令和元年度は同規模事業体平均を大きく上回って
いるが、今後も将来的な老朽管の増加が予測される
ため、より計画的な更新が必要である。

2. 老朽化の状況
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成３０年度 令和元年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 181,637 152,452 153,327 148,065 145,995 143,925 141,855 139,612 137,542 135,300 133,057 130,815
(1) 154,033 151,632 152,808 147,833 145,763 143,693 141,623 139,380 137,310 135,068 132,825 130,583
(2) (B) 70 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 27,534 820 185 232 232 232 232 232 232 232 232 232

２． 4,927 121,381 283,687 421,761 4,406 4,931 5,456 5,982 6,507 7,032 7,557 8,082
(1) 18,260

18,260

(2) 3,089 3,023 2,844 2,634 2,568 3,093 3,618 4,144 4,669 5,194 5,719 6,244
(3) 1,838 118,358 262,583 419,127 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838

(C) 186,564 273,833 437,014 569,826 150,401 148,856 147,311 145,594 144,049 142,332 140,614 138,897
１． 189,733 160,395 176,064 171,105 169,143 168,600 169,798 167,880 169,440 168,104 166,231 164,371
(1) 5,499 4,089 5,059 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386

5,499 4,089 5,059 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386

(2) 160,354 133,103 149,113 142,273 140,897 139,537 138,191 136,860 135,544 134,242 132,955 131,681
9,161 7,858 9,270 11,383 11,383 11,383 11,383 11,383 11,383 11,383 11,383 11,383

589 621 514 528 528 528 528 528 528 528 528 528
116,547 116,024 126,443 125,070 123,694 122,334 120,988 119,657 118,341 117,039 115,752 114,478
34,057 8,600 12,886 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292

(3) 23,880 23,203 21,892 23,446 22,860 23,677 26,221 25,634 28,510 28,476 27,890 27,304
２． 70 116,645 261,359 418,879 70 70 70 70 70 70 70 70
(1)
(2) 70 116,645 261,359 418,879 70 70 70 70 70 70 70 70

(D) 189,803 277,040 437,423 589,984 169,213 168,670 169,868 167,950 169,510 168,174 166,301 164,441
(E) △ 3,239 △ 3,207 △ 409 △ 20,158 △ 18,812 △ 19,814 △ 22,557 △ 22,356 △ 25,461 △ 25,842 △ 25,687 △ 25,544
(F)
(G)
(H)

△ 3,239 △ 3,207 △ 409 △ 20,158 △ 18,812 △ 19,814 △ 22,557 △ 22,356 △ 25,461 △ 25,842 △ 25,687 △ 25,544
(I)
(J) 990,445 1,109,180 1,386,655 1,908,822 919,639 885,825 849,268 812,912 773,451 733,609 693,923 654,378

57,662 166,061 449,003 970,371 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
(K) 55,690 170,899 442,526 965,073 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

55,201 170,378 441,601 963,720 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 181,567 152,452 152,993 148,065 145,995 143,925 141,855 139,612 137,542 135,300 133,057 130,815

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

受 水 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

引 当 金

支 払 利 息

維 持 管 理 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和３年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和２年度
予算

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 平成３０年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８． 16,582 23,620 175,309 539,343 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

９．

(A) 16,582 23,620 175,309 539,343 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(B)

(C) 16,582 23,620 175,309 539,343 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

１． 25,085 39,022 188,593 552,671 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

２．

３．

４．

５．

(D) 25,085 39,022 188,593 552,671 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

(E) 8,503 15,402 13,284 13,328 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

１．

２．

３．

４．

(F)

8,503 15,402 13,284 13,328 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

(G)

(H)

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

他 会 計 負 担 金

令和１１年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和２年度予算 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度


